
           ２０２４年度 第９回 役員会 議事録            

 

 

日 時：２０２４年１２月２１日（土）  ９：００～１２：００ 

 

場 所：丸山団地自治会館１階 

 

参加者：理事１０名  ほか １名 

（理 事） 

○  ９班 会長        八木 康夫 

△  ２班 副会長（補内渉）  関野 雅一 ＊班長会に出席 

○  ３班    同      松島 晃  

○ １５班 副会長（会計）   酒井 浩明 

○  １班 副会長（庶務）   今井耕太郎 

×  ５班 広報・デジタル   仁平 綾乃 

○ １１班    同      音琴 勝彦 

○  ７班 レクリエーション  柳田 実  

○ １０班    同      河野 真美 

○  ４班 環境衛生・道路管理 岸田 麻子 

○ １４班     同     加茂 勝好 

○  ６班 防犯・防災     江田 龍巳 

× １３班   同       鈴木由紀子 

△  ８班 会館管理      水田 昌男 ＊班長会に出席 

（その他） 

  会館改修特別委員会委員   池田 輝夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ２０２４年度 第９回（１２月）役員会 議事録          

 

 

会長報告（八木会長） 

   ▷出席イベント報告ほか 

      発電機は修復完了（もう１つある）  会館改修特別委員会 

      まちづくり協議会研修  相原フェスティバル慰労会 

      連合町内会  子供神輿愛好会忘年会 

 

役員報告・協議・承認 

   ▷渉外（関野副会長） 

   ▷内務（松島副会長） 

      ・訃報関係等 

      ・広報関係等 

   ▷庶務（今井副会長） 

      ・入退会関係等 

   ▷会計（酒井副会長） 

      ・支払い、収入関係 

   ▷広報・デジタル 

   ▷環境衛生・道路 

      ・スポーツ広場のトンボ解体について 

         → 解体  新規購入は必要時に  予算の参入先は公共設備費 

      ・スポーツ広場樹木剪定可否についての役員会承認 

         全員（出席１０名）賛成 反対・無効なし → 可決・承認 

   ▷防犯・防災 

      ・発電機（小）の修理と鍵について 

      ・スタンドパイプ訓練について 

   ▷会館管理 

      ・会館備品目録作成 

   ▷レクリエーション 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   ◎歳末パトロール実施の案内 

      １２月２８日（土） １７；４５ 自治会館集合 

                １８：００     出発 

                １９：００ 相原駅東口で警視庁訓示 ～ 解散 

      参加者募集  年齢性別不問  大きな声で「火の用心」  町内を警戒 

      町内会へ募集回覧はしない 

 

   ◎自主防災隊の設置についての承認 

      実働できる自主防災隊（以前より説明）の設置と募集についての承認 

         賛成多数により可決・承認 

 

総会関係（日程・議案） 

   ・日時・場所    ２０２５年４月５日（土） 相原小学校 

   ・総会までの日程  資料の別紙として配布 

議案準備・協議・承認 

   １ 会館使用料について 

      （八木案） 

      細かい物品使用料 → 撤廃 

      会場使用料 → １Ｆ・２Ｆで分ける 

              会員は無料  非会員は 1 時間 3００円 

              使用者の半数以上が会員なら会員扱い  要予約 

              初めての人は会館管理から使用方法・注意事項を必ず聞く 

    議案承認可 

   ２ 準会員の扱いについて 

      （八木案） 

      撤廃  ただし、現在の準会員については令和６年度までの会則に準ずる 

      役員就任できない方について情報把握の必要あり → 班長会でも意見収集 

    議案承認可（役員会） 

 

 

 

 

 



 

 

 

   ３ 香典金額の一律化等 

      （八木案） 

      香典金額  世帯主１万円それ以外５千円 → 一律５千円 

      （酒井案） 

      あわせて出生祝も５千円に 

    議案承認可 → 班長会でも確認 

   ４ 役員選出班の選定基準 

      全１５班に対して役員の人数は１５人未満で「お休み班」がある 

      「お休み班」の選出基準について明文化 

    会則ではなく内規での記載が推奨か 

   ５ ボランティア団体について 

      自治会の会則で扱いを明文化（準備中） 

      ボランティア団体への移行団体は 

         「丸山団地自治会交通委員会」「こだまの会」 

    議案承認は次回 

   ６ 自治会内関係団体への追加 

      ・関係団体 

         「町トレみどり」 

         代表にお話を伺いたい  その後に協議 

      ・準関係団体 

         「まるだんＩＴセンター」 

   ７ 委員会設置 

      ・イベント実行委員会 

         補助金＆報奨金は予定なし 

         委員会則は準備中  次回 

 

次回役員会予定  １月１８日（土）  ９：００～ 

   ＊臨時役員会開催の場合あり 

 

 

 

 

 


